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■
決
算
期
統
一
が
将
来
の
経
営
に
与
え
る
影
響

経
営
環
境
が
激
し
く
変
化
す
る
時
代
に
は
、会
計
が

経
営
に
果
た
す
役
割
は
大
き
く
な
る
。
円
高
や
人
口

減
少
の
影
響
に
よ
り
、
多
く
の
日
本
企
業
が
海
外
ビ
ジ

ネ
ス
の
進
出
や
拡
張
を
検
討
し
て
い
る
今
、グ
ロ
ー
バ

ル
レ
ベ
ル
で
の
会
計
面
の
整
備
の
優
劣
は
、
将
来
の
持

続
的
な
競
争
優
位
に
直
接
関
連
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

し
か
し
、
多
く
の
日
本
の
会
社
で
は
、
経
営
の
要
請

に
会
計
面
の
整
備
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
一
般
に
日

本
企
業
は
、
海
外
子
会
社
の
設
立
や
合
併
の
際
に
、
あ

る
い
は
日
々
の
運
用
面
に
お
い
て
、
会
計
の
統
一
的
な

整
備・
運
用
を
怠
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
企
業
会
計
の
高
度
化
の
目
標
は「
会
社・セ

グ
メ
ン
ト・
拠
点
等
で
比
較
可
能
な
利
益
等
の
財
務
数

値
が
速
や
か
に
か
つ
正
確
に
算
出
で
き
る
こ
と
」に
あ

る
。
重
要
な
子
会
社
に
決
算
期
の
ズ
レ
が
あ
る
、あ
る

い
は
減
価
償
却
方
法
や
原
価
計
算
が
統
一
さ
れ
て
い
な

い
会
社
に
は
、
当
該
目
標
の
達
成
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
会
社
で
は
、目
標
達
成
を
困
難
に
す
る
阻

害
要
因
を
抽
出
し
て
、原
因
と
結
果
を
関
連
付
け
て
整

理
し
、課
題
解
決
の
優
先
順
位
を
付
け
て
み
る
こ
と
を

お
勧
め
す
る
。

当
該
作
業
を
行
う
と
、
改
め
て
気
付
く
こ
と
が
あ

る
。
勘
定
科
目
や
会
計
処
理
を
ど
ん
な
に
精
緻
に
統
一

し
て
も
、
重
要
な
会
社
の
決
算
期
が
ズ
レ
て
い
る
な
ら

ば
、経
営
者
や
投
資
家
に
届
け
ら
れ
る
情
報
の
価
値
は

半
減
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
四
半
期
を
月
内
開

示
す
る
た
め
に
三
ヵ
月
前
の
数
字
を
連
結
す
る
の
は
、

ど
こ
か
本
末
転
倒
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、決
算
期
統

一・
早
期
化
は
、
会
計
面
の
高
度
化
の
前
提
条
件
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

■
決
算
期
統
一
と
決
算
早
期
化

決
算
期
の
統
一
と
は
、
親
会
社
の
決
算
期
に
子
会
社

の
決
算
期
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
に
は
、

仮
決
算
で
対
応
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
一
方
、
決
算

早
期
化
と
は
、
決
算
発
表
等
を
早
期
に
行
う
た
め
に
、

連
結
決
算
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
早
め
る
こ
と
を
指
す
。
本

来
、
決
算
期
統
一
と
決
算
早
期
化
は
、
別
々
の
テ
ー
マ

で
あ
る
が
、三
ヵ
月
の
許
容
期
間
を
利
用
し
て
子
会
社

を
連
結
し
て
い
る
日
本
企
業
が
、
親
会
社（
あ
る
い
は

子
会
社
）の
決
算
月
に
決
算
期
を
統
一
す
る
た
め
に
は
、

決
算
早
期
化
の
努
力
が
同
時
に
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、

決
算
期
の
統
一
は
一
回
の
チ
ャ
ン
ス
で
成
功
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
が
、
決
算
早
期
化
は
、
計
画
次
第
で
何
度
で

も
ト
ラ
イ
が
で
き
る
点
で
、ア
プ
ロ
ー
チ
は
大
き
く
異

な
る
。
そ
の
た
め
、
企
業
グ
ル
ー
プ
全
体
の
統
一
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

■
決
算
期
統
一
の
留
意

基
本
方
針
の
決
定

海
外
子
会
社
が
一
二
月
、国
内
親
会
社
と
子
会
社
が

三
月
決
算
を
行
っ
て
い
る
企
業
グ
ル
ー
プ
が
、
決
算
期

を
統
一
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
。
最
初
に
決
定
す
る
必

要
が
あ
る
の
は
、
①
統
一
す
る
決
算
月
を
一
二
月
に
す

る
か
三
月
に
す
る
か
、
②
重
要
性
に
応
じ
て
、
ど
の
子

会
社
ま
で
統
一
す
る
か
、
③
決
算
期
を
変
更
す
る
か
仮

決
算
と
す
る
か
の
三
点
で
あ
る
。
当
該
決
定
に
際
し
て

の
考
慮
点
は
多
数
存
在
す
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
特

に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
み
記
載
す
る
。

①
決
算
月
の
決
定
に
際
し
て
は
、
メ
リ
ッ
ト・
デ
メ

リ
ッ
ト
等
を
よ
く
整
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、海
外
子
会
社
の
連
結
監
査
の
必
要
性
や
実
施
方
法

に
つ
い
て
監
査
人
と
よ
く
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
連
結
の
範
囲
、
会
計
処
理
の
統
一
の
方
針
と
整
合

性
を
保
ち
な
が
ら
、決
算
期
を
統
一
す
る
子
会
社
を
決

定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
当
然
で
あ
る
が
、
当
該

決
定
に
つ
い
て
も
、
監
査
人
と
の
十
分
な
協
議
が
必
要

決
算
期
の
統
一・
早
期
化
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で
あ
る
。

③
決
算
期
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、シ
ス
テ
ム
対
応

に
多
額
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
も
多
い
。
決
算
期
を
変

更
す
る
か
仮
決
算
と
す
る
か
の
意
思
決
定
に
は
、
事
前

の
調
査
が
重
要
で
あ
る
。

決
算
期
の
変
更
手
続

決
算
期
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
①
法
律・
税
務
申

告
等
の
手
続
、
②
経
理・
経
営
企
画
関
連
の
手
続
、
③

人
事
関
連
の
手
続
、
④
シ
ス
テ
ム
関
連
の
手
続
、
⑤
そ

の
他
の
手
続
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
法
律・
税
務
申

告
関
連
で
は
、
定
款
変
更
、
取
締
役
会
の
決
議
、
株
主

総
会
の
決
議
、
証
券
取
引
所
へ
の
提
出
、
役
員
等
の
任

期
変
更
、
税
務
所
へ
の
届
出
等
が
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
関

連
で
は
、
決
算
期
に
使
用
す
る
シ
ス
テ
ム
帳
票
等
が
、

カ
レ
ン
ダ
ー
日
付
の
変
更
の
影
響
を
受
け
る
場
合
に

は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
変
更
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

課
題
を
子
会
社
ご
と
に
一
覧
表
に
ま
と
め
、
検
討
時

期
、
実
施
時
期
を
プ
ロ
ッ
ト
し
て
、
失
敗
し
な
い
よ
う

に
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

■
決
算
早
期
化
の
留
意
点

決
算
早
期
化
の
一
般
的
な
手
続
は
、
①
現
状
の
決
算

業
務
の
調
査
と
目
標
短
縮
日
数
の
設
定
、
②
ボ
ト
ル

ネ
ッ
ク
の
特
定
と
対
応
方
針
の
策
定
、
③
監
査
人
と
の

協
議
等
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

①
現
状
の
決
算
業
務
の
調
査
と
目
標
日
数
の
設
定

決
算
早
期
化
の
対
策
は
、親
会
社
お
よ
び
重
要
な
子

会
社
で
、
現
状
の
親
子
会
社
の
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
作
成

プ
ロ
セ
ス
、
親
会
社
の
連
結
財
務
諸
表
作
成
プ
ロ
セ
ス

の
業
務
分
析
を
実
施
し
、ど
の
よ
う
な
領
域
の
作
業
に

ど
れ
く
ら
い
の
工
数
を
割
い
て
い
る
の
か
の
調
査
を
行

う
こ
と
が
全
て
の
ベ
ー
ス
と
な
る
。
ま
た
、
現
状
の
子

会
社
の
能
力
や
体
制
で
子
会
社
が
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ

を
提
出
で
き
る
最
短
日
等
を
勘
案
し
、目
標
と
し
て
掲

げ
る
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
収
集
日
と
の
差
を
目
標
短
縮
日

数
と
し
て
設
定
す
る
。

②
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
の
特
定
と
対
応
方
針
の
策
定

各
子
会
社
で
、
決
算
早
期
化
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な

る
プ
ロ
セ
ス
を
特
定
し
、課
題
を
明
確
に
す
る
。
ま
た
、

同
時
に
解
決
の
方
向
性
を
検
討
す
る
。
一
般
に
、
特
定

の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
法
は
、
通
常
、
複
数
考

え
ら
れ
る
。
コ
ス
ト
や
労
力
を
か
け
れ
ば
抜
本
的
に
解

決
で
き
る
が
、そ
れ
が
本
当
に
必
要
か
否
か
判
断
に
迷

う
ケ
ー
ス
も
多
い
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、子
会
社
か

ら
の
報
告
に
基
づ
い
て
、子
会
社
が
単
独
で
対
応
可

能
な
も
の
、
親
会
社
が
リ
ー
ド
し
て
共
通
的
に

解
決
す
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
、
会
計
監
査

人
の
監
査
リ
ス
ク
を
高
め
る
方
法
で
し
か

解
決
で
き
な
い
も
の
等
に
適
切
に
解
決

策
を
分
類
し
、
管
理
す
る
こ
と
が
重
要

に
な
る
。
親
会
社
は
子
会
社
の
調
査
を

適
切
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
指
示
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
監
査
人
と
の
協
議

前
述
し
た
と
お
り
、
決
算
早
期
化
の
解
決

策
と
し
て
は
、最
終
的
に
は
、収
益・
費
用
の
概

算
計
上
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
実
地

棚
卸
や
確
認
等
の
決
算
手
続
の
前
倒
し
実
施（
ハ
ー
ド

ク
ロ
ー
ズ
）が
必
要
に
な
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
、
監
査
論
的
に
は
、
監
査
リ
ス
ク
を
相
対

的
に
高
め
る
こ
と
に
繋
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
監
査
人

が
監
査
意
見
を
形
成
す
る
際
に
、十
分
か
つ
適
切
な
監

査
証
拠
を
収
集
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
協
議
を
し
な
が

ら
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
重
要
な
子
会
社
の
監

査
対
応
に
つ
い
て
は
、慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

監査人との協議が必要となる項目（例示）

  ✓  連結監査の対象会社

  ✓  監査スケジュール

  ✓  仮決算を採用する場合の決算の精度

  ✓  見積りや概算計上の精度

  ✓  ハードクローズ

監査人が考慮する項目（例示）

  ✓  子会社の監査上の重要性

  ✓  決算財務報告に係るグループの統制

  ✓  子会社の内部統制の有効性の程度

  ✓  監査証拠の証明力

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

親会社

子会社

指
示

報
告

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

親会社監査人

子会社監査人

指
示

報
告

コミュニケーション

コミュニケーション

必要に応じて
コミュニケーション

●決算期統一・早期化の重要な成功要因～外部監査人との協議


